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(57)【要約】
【課題】例えば半導体装置製造用の各種基板などの荷を
搬送する搬送システムにおいて、基準データの配信時間
をなるべく短くしつつ、基準データを効率よく配信する
。
【解決手段】搬送システム（１００）は、軌道（１）に
係る基準データのうち修正が反映された基準データ部分
である修正用データを生成するデータ生成手段（１１）
と、生成された修正用データをブロードキャスト方式で
配信する配信手段（１２）と、軌道に沿って荷を搬送可
能である搬送車、配信された修正用データを受信する通
信手段、受信された修正用データで更新され得る基準デ
ータに従って搬送させる搬送制御手段（４）、及び受信
される修正用データの通信に係るエラーを検出するエラ
ー検出手段（６）を夫々備える複数の搬送手段（３）と
、エラーが検出された場合に、生成された修正用データ
を再度配信させる再配信制御手段（１３）とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軌道に関する地図を示す地図データを含む基準データに対して、修正が加えられる場合
に、前記基準データのうち前記修正が反映された基準データ部分である修正用データを、
生成するデータ生成手段と、
　前記生成された修正用データを、ブロードキャスト方式で配信する配信手段と、
　複数の搬送手段であって、各々が、前記軌道を走行可能であり且つ荷を搬送可能である
搬送車、前記配信された修正用データを受信する通信手段、前記受信された修正用データ
で更新され得る前記基準データに従う搬送計画で走行し且つ搬送するように、前記搬送車
を制御する搬送制御手段、及び前記受信される修正用データの通信に係るエラーを検出す
るエラー検出手段を備える、前記複数の搬送手段と、
　前記エラーが検出された場合に、前記生成された修正用データを再度配信するように、
前記配信手段を制御する再配信制御手段と
　を備えることを特徴とする搬送システム。
【請求項２】
　前記再配信制御手段は、前記エラーが検出された場合に、前記生成された修正用データ
を、前記複数の搬送手段のうち前記エラーが検出された一の搬送手段に備えられた前記受
信手段に対して、個別配信方式で再度配信するように、前記配信手段を制御することを特
徴とする請求項１に記載の搬送システム。
【請求項３】
　前記配信手段により前記修正用データの配信が一通り完了された後に、前記配信の進捗
を示す進捗値を特定する特定手段を更に備え、
　前記再配信制御手段は、前記特定された進捗値が所定の閾値より大きい場合に、前記修
正用データを個別配信方式で、再度配信するように前記配信手段を制御し、前記特定され
た進捗値が所定の閾値より小さい場合に、前記修正用データを前記ブロードキャスト方式
で再度配信する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の搬送システム。
【請求項４】
　前記配信手段は、前記修正用データを、複数のセグメントに区分けした上で該セグメン
ト毎に順番に配信し、
　前記エラー検出手段は、前記セグメント毎に前記エラーを検出し、
　前記再配信制御手段は、前記エラーが検出された場合に、前記生成された修正用データ
を前記セグメントの単位で再度配信するように、前記配信手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の搬送システム。
【請求項５】
前記データ生成手段は、前記セグメントの単位で前記修正用データを生成すると共に、前
記生成された修正用データを、前記セグメントの単位で格納する
　ことを特徴とする請求項４に記載の搬送システム。
【請求項６】
　前記セグメントは、前記軌道が敷設された全領域が区分けされた複数のエリアに夫々対
応していることを特徴とする請求項４又は５に記載の搬送システム。
【請求項７】
　前記セグメントは、前記軌道が敷設された全領域が区分けされた複数のエリアに夫々対
応しているデータブロックが更に細分化されてなることを特徴とする請求項４又は５に記
載の搬送システム。
【請求項８】
　前記搬送制御手段は、
　前記基準データを格納する格納手段と、
　所定のトリガーを受けて、前記受信された修正用データで、前記格納されている前記基
準データの少なくも一部を置き換える又は上書きする更新手段と、
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　前記格納されている基準データに従って、前記軌道上で前記搬送車が如何に搬送するか
を決め、該決められた通りに搬送するように前記搬送車を制御する決定制御手段と
　を備えることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の搬送システム。
【請求項９】
　前記基準地図データは、前記軌道の配置、前記軌道沿いの各種装置の配置、及び前記軌
道に付されており且つ前記搬送車により読取可能であるマークの配置のうち、少なくとも
一つを地図要素として含むことを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の搬送
システム。
【請求項１０】
　前記基準データは、前記基準地図データに加えて、前記軌道上で停止する又は前記荷を
移載する際の位置決めの基準となる、予め教示された基準教示データを含むことを特徴と
する請求項１から９のいずれか一項に記載の搬送システム。
【請求項１１】
　前記データ生成手段は、前記軌道が敷設された全領域が区分けされた複数のエリアに対
応する複数のエリア別データ生成手段を有し、前記配信手段は、前記複数のエリアに対応
して複数のエリア別配信手段を有し、
　前記複数のエリアの各々に対応して更に、
　前記配信された修正用データを受信するエリア別通信手段と、
　前記受信される修正用データの通信に係るエラーを検出するエリア別エラー検出手段と
、
　前記複数のエリアのうち自らが対応するエリア以外の他のエリアについて、前記エラー
が検出された場合に、前記生成された修正用データを前記他のエリアに向けて再度配信す
るように、前記自らが対応するエリアにおける前記エリア別配信手段を制御するエリア別
再配信制御手段と
　を備えることを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の搬送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば半導体装置製造用の各種基板などの荷を搬送する複数の搬送手段を備
える搬送システムの技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の搬送システムとして、例えば複数のエリアに夫々配置されており、複数のエリ
アの内部の各々に存在する搬送車を夫々管理する複数のエリアコントローラを備えるもの
がある（特許文献１参照）。該搬送システムによれば、経路又はその一部を変更する際に
、複数のエリアコントローラのうちの一台のエリアコントローラに記憶される経路情報が
更新される。すると、その一台のエリアコントローラから、他のエリアコントローラに、
更新された経路情報が送信され、他のエリアコントローラに記憶された経路情報が更新さ
れる。すると、複数のエリアコントローラの各々から、それら管理下にある複数の搬送車
に、更新された経路情報が送信され、複数の搬送車に記憶された経路情報が更新される。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２７０５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の特許文献１によれば、経路情報を搬送車に送信する方法として、
１回の通信に１台の搬送車にのみ経路情報を送信したり、複数の搬送車に同時に経路情報
を送信することが記載されており、エリアコントローラ及び搬送車間の通信時間が軽減さ
れている。
【０００５】
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　上述した内容に対し、本願発明者が知るところによれば、例えば搬送車１台ずつ送信を
行ったのでは、即ち個別配信方式の場合には、通信時間が「搬送車１台に対する送信時間
」に「搬送車台数」を乗じた時間となり、通信に長時間を要することになりかねない。
【０００６】
　また、例えばブロードキャスト方式で複数の搬送車に対して一斉送信を行う場合に、通
信不良により通信が途中で途切れると、経路情報の一部が飛んでしまい、完全な経路情報
が受信できず、その一斉送信が失敗に終わってしまう。即ち、通信中に一度でも通信不良
が生じると、一斉送信が再度実行される。よって、通信不良が度々生じる環境では通信が
長期化してしまいかねないという技術的問題点がある。
【０００７】
　本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、例えば地図データ、教示データ
等の基準データの配信時間をなるべく短くしつつ、該基準データを効率よく配信可能な搬
送システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る搬送システムは上記課題を解決するために、軌道に関する地図を示す地図
データを含む基準データに対して、修正が加えられる場合に、前記基準データのうち前記
修正が反映された基準データ部分である修正用データを、生成するデータ生成手段と、前
記生成された修正用データを、ブロードキャスト方式で配信する配信手段と、複数の搬送
手段であって、各々が、前記軌道を走行可能であり且つ荷を搬送可能である搬送車、前記
配信された修正用データを受信する通信手段、前記受信された修正用データで更新され得
る前記基準データに従う搬送計画で走行し且つ搬送するように、前記搬送車を制御する搬
送制御手段、及び前記受信される修正用データの通信に係るエラーを検出するエラー検出
手段を備える、前記複数の搬送手段と、前記エラーが検出された場合に、前記生成された
修正用データを再度配信するように、前記配信手段を制御する再配信制御手段とを備える
。
【０００９】
　本発明の搬送システムによれば、例えば半導体素子製造の工場内において、例えばＦＯ
ＵＰ（Ｆｒｏｎｔ　Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｐｏｄ）等の荷は、例えばＯＨＴ
（Ｏｖｅｒｈｅａｄ　Ｈｏｉｓｔ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）、ビークル等の搬送手段によっ
て、例えば製造装置、ストッカ（或いはスタッカ）等の作業装置が一若しくは複数設けら
れた、例えば天井又は床に敷設されたレール等の軌道上を搬送される。
【００１０】
　軌道上の全ての搬送手段は、例えば通常、同一の基準データに従う搬送計画で走行しつ
つ搬送するように、例えばビークル等の搬送車を制御する。その搬送の基準となる基準デ
ータに対して、修正或いは調整が加えられる場合に、修正すべき基準データが一斉配信さ
れるが、その配信の方法によっては、配信時間（即ち、通信時間）が長期化してしまいか
ねない。ここで「搬送計画」とは、例えば軌道上で搬送車が如何に搬送するかを計画する
ことを意味する。
【００１１】
　しかるに本発明では、例えば複数の搬送手段の走行又は搬送中に、基準データに対して
修正が加えられる場合に、先ず、例えばＯＨＶＣ（Ｏｖｅｒｈｅａｄ　Ｈｏｉｓｔ　Ｖｅ
ｈｉｃｌｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）に含まれるデータ生成手段によって、基準データの
うち修正が反映された基準データの部分である修正用データが、生成される。すると、例
えばＯＨＶＣに含まれる配信手段によって、生成された修正用データがブロードキャスト
方式で配信される。ここで「修正用データ」とは、例えば基準データに修正或いは調整を
加える、又は基準データを更新するための修正用の基準データであってもよく、走行又は
搬送時に実際に運用されるものではない。このような修正用データは、基準データにおい
て、１つ生成されてもいいし、複数生成されても構わない。「ブロードキャスト方式」と
は、典型的には、配信手段及び複数の搬送手段の各々にある受信手段を収容してなるネッ
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トワーク内で、複数の搬送手段の全体に向って配信することを意味する。例えば、複数の
搬送手段の各々に備えられた受信手段の個々に割り振られたアドレスを指定するのではな
く、全搬送手段にある複数の受信手段の全体を意味する特殊なアドレスを指定することで
行われる。
【００１２】
　上述した配信が行われると、複数の搬送手段の各々において、受信手段を含む通信手段
によって、配信された修正用データが受信される。すると、エラー検出手段によって、受
信された修正用データの通信に係るエラーが検出される。ここで「通信」とは、例えば配
信手段による配信、複数の搬送手段の各々における通信手段による受信、並びに配信手段
及び通信手段間の通信等を意味する。このような通信に係る「エラー」とは、例えばノイ
ズ、混信等による配信不能、受信不能、並びに受信された修正用データの読み取り不能等
を意味し、そのエラーの検出に伴って、エラーが検出された搬送手段及び修正用データを
識別する情報が示されてもよい。
【００１３】
　上述したエラーが実際に検出された場合に、例えばＯＨＶＣに含まれる再配信制御手段
によって、配信手段が制御され、修正用データが、例えばブロードキャスト方式又は個別
配信方式で、再度配信される。その配信により、複数の搬送手段のうち少なくともエラー
が検出された搬送手段において、再度配信された修正用データが再度受信される。その後
、遅延なく又は適当なタイミングにて、例えばコントローラ等の搬送制御手段によって、
再度受信された修正用データで、例えば搬送手段が有する基準データを置き換えることに
より、搬送の基準となる該基準データが更新される。その後は、更新された基準データに
従う搬送計画に基づいて、搬送車が制御される。
【００１４】
　このように、基準データに対して修正が加えられる場合に、修正が加えられた基準デー
タを直接に配信せずに、修正が加えられた基準データの部分である修正用データを、ブロ
ードキャスト方式で配信することにより、その配信に要する時間を最小限に抑える。即ち
、例えば通信不良が度々生じる環境であったとしても、配信が失敗に終わった修正用デー
タを示すエラーを検出すると共に、そのエラーに示される修正用データを再度配信するこ
とで、再度配信された完全なる修正用データにより搬送手段側で基準データに対して修正
が加えられる。従って、基準データ、率直に言えば、基準データを更新可能な修正用デー
タの配信時間を短縮しつつ、基準データを効率よく更新することが可能となる。
【００１５】
　本発明の搬送システムの一態様では、前記再配信制御手段は、前記エラーが検出された
場合に、前記生成された修正用データを、前記複数の搬送手段のうち前記エラーが検出さ
れた一の搬送手段に備えられた前記受信手段に対して、個別配信方式で再度配信するよう
に、前記配信手段を制御する。
【００１６】
　この態様によれば、エラー検出手段によりエラーが実際に検出されると、再配信制御手
段によって、配信手段が制御され、データ生成手段による修正用データが、エラーが検出
された一の搬送手段に対して、個別配信方式で再度配信される。ここで「個別配信方式」
とは、例えば配信手段及び複数の搬送手段の各々にある受信手段を収容してなるネットワ
ーク内で、特定の搬送手段に向って配信することを意味する。例えば、受信手段の個々に
割り振られたアドレスを指定することで、行われる。このように、修正用データの配信が
失敗した場合に、その修正用データを個別に再度配信することにより、その修正用データ
を受信すべき一の搬送手段に対して、基準データを確実に更新することが可能となる。
【００１７】
　本発明の搬送システムの他の態様では、前記配信手段により前記修正用データの配信が
一通り完了された後に、前記配信の進捗を示す進捗値を特定する特定手段を更に備え、前
記再配信制御手段は、前記特定された進捗値が所定の閾値より大きい場合に、前記修正用
データを個別配信方式で、再度配信するように前記配信手段を制御し、前記特定された進
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捗値が所定の閾値より小さい場合に、前記修正用データを前記ブロードキャスト方式で再
度配信する。
【００１８】
　この態様によれば、修正用データの配信が一通り完了されると、特定手段によって、進
捗値が特定される。ここで「一通り」とは、例えば修正用データが区分けされ、区分けさ
れた修正用データ部分がｎ回に分けて配信される場合に、第１回目から第ｎ回目までの一
連の配信を意味する。「進捗値」とは、例えば全ての修正用データ部分の配信が完了して
いる複数の搬送手段の台数、配信が失敗している修正用データ部分の総数等であってもよ
い。このような進捗値に対する「特定」とは、例えば無作為に選択された複数の搬送手段
における進捗を調査し、その調査の結果を示す進捗値に基づいて、全ての搬送手段におけ
る進捗値を算出、推定、又は特定することを意味してもよい。尚、進捗の状況を「調査す
る」とは、例えば通信手段により受信された修正用データ部分を１つ１つ読み取ってもい
いし、通信手段における受信記録を確認してもよい。
【００１９】
　上述した進捗値が特定されると、再配信制御手段によって、進捗値が所定の閾値より大
きい場合に、修正用データが個別配信方式で再度配信される。一方、進捗値が所定の閾値
より小さい場合に、修正用データがブロードキャスト方式で再度配信される。ここで「所
定の閾値」とは、例えば修正用データの配信を個別配信方式で行うか、ブロードキャスト
方式で行うかを判定するための閾値であってもよい。このような閾値は、例えば再度配信
すべき修正用データのデータ量、その配信時間、及び個別配信方式で配信されるべき搬送
手段の総数等を考慮して設定されてもよい。尚、進捗値が所定の閾値と同値であった場合
には、どちらの方式で配信を行っても構わない。尚、再度配信される修正用データは、例
えば修正用データのうち、エラーに示される修正用データ部分だけであってもよい。
【００２０】
　このように、配信の進捗に応じて、配信の方式を切り替えることにより、基準データの
通信時間をより短縮しつつ、基準データをより効率よく配信することが可能となる。
【００２１】
　本発明の搬送システムの他の態様では、前記配信手段は、前記修正用データを、複数の
セグメントに区分けした上で該セグメント毎に順番に配信し、前記エラー検出手段は、前
記セグメント毎に前記エラーを検出し、前記再配信制御手段は、前記エラーが検出された
場合に、前記生成された修正用データを前記セグメントの単位で再度配信するように、前
記配信手段を制御する。
【００２２】
　この態様によれば、データ生成手段により修正用データが生成されると、配信手段によ
って、生成された修正用データが複数のセグメントに区分けされ、区分けされたセグメン
ト毎に順番に配信される。ここで「セグメント」とは、例えばブロードキャストデータ等
の修正用データ部分であって、例えば数百キロバイトの莫大な基準データ或いは修正用デ
ータを、区分けする又は配信する単位を意味してもよい。或いは、ＥＣＣブロックのよう
なエラー訂正単位や、一個若しくは複数個のパケット又はパケットの集合の如き、比較的
小さい任意の単位を意味してもよい。
【００２３】
　修正用データがセグメント毎に配信されると、複数の搬送手段の各々において、エラー
検出手段によって、配信された修正用データに対して、セグメント毎にエラーが検出され
る。すると、実際にエラーが検出された場合に、再配信制御手段によって、配信手段が制
御され、生成された修正用データがセグメントの単位で再度配信される。
【００２４】
　このように、修正用データを複数のセグメントに区分けし、複数のセグメント毎に配信
又は再度配信することにより、その配信又は再配信に要する時間を最小限に抑えられる。
【００２５】
　この態様では、前記データ生成手段は、前記セグメントの単位で前記修正用データを生
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成すると共に、前記生成された修正用データを、前記セグメントの単位で格納してもよい
。
【００２６】
　このように構成すれば、基準データに対して修正が加えられる場合に、データ生成手段
によって、修正用データがセグメントの単位で生成される。すると、生成された修正用デ
ータがセグメントの単位で、例えばデータベース等の記憶手段に格納される。例えば修正
用データがｎ個のセグメントに区分けされる。この場合に、第１セグメント、第２セグメ
ント、…、第ｎセグメントが生成され、生成された第１セグメント、第２セグメント、…
、第ｎセグメントが個別に格納される。このように、修正用データの生成段階から、修正
用データをセグメントの単位で扱うことにより、搬送システムの各部が同一のデータ構成
を持つことができる。よって、例えば修正用データの配信時等に、修正用データの変換（
具体的には、区分け）が不要となり、基準データをより効率よく更新することが可能とな
る。
【００２７】
　この態様では、前記セグメントは、前記軌道が敷設された全領域が区分けされた複数の
エリアに夫々対応していてもよい。
【００２８】
　このように構成すれば、例えば全領域が複数のエリアに区分けされた場合に、全領域に
対応する基準データが、複数のエリアに夫々対応すべく複数のセグメントに区分けされる
。これにより、基準データをエリアの単位で更新することができ、基準データをより効率
よく配信することが可能となる。
【００２９】
　この態様では、前記セグメントは、前記軌道が敷設された全領域が区分けされた複数の
エリアに夫々対応しているデータブロックが更に細分化されてなってもよい。
【００３０】
　このように構成すれば、例えば全領域が複数のエリアに区分けされた場合に、全領域に
対応する基準データが、複数のエリアに夫々対応すべく複数のデータブロックに区分けさ
れる。一のエリアに対応する一のデータブロックは、更に複数のセグメントに細分化され
る。ここで「細分化されてなるセグメント」とは、地図上におけるエリア或いは領域とは
無関係であるデータの区分けである、例えばフレームである。これにより、基準データを
データブロックの単位で且つセグメントの単位で更新することができ、基準データを更に
効率よく配信することが可能となる。
【００３１】
　本発明の搬送システムの他の態様では、前記搬送制御手段は、前記基準データを格納す
る格納手段と、所定のトリガーを受けて、前記受信された修正用データで、前記格納され
ている前記基準データの少なくも一部を置き換える又は上書きする更新手段と、前記格納
されている基準データに従って、前記軌道上で前記搬送車が如何に搬送するかを決め、該
決められた通りに搬送するように前記搬送車を制御する決定制御手段とを備える。
【００３２】
　この態様によれば、例えば複数の搬送手段の走行又は搬送中に、複数の搬送手段の各々
において、通信手段によって、配信手段からの修正用データが受信される。この後に、所
定のトリガーが受け取られると、更新手段によって、遅延なく又は所定時間経過後に、例
えばメモリ等の格納手段により格納される基準データの少なくとも一部が置き換えられる
（即ち、基準データが更新される）。すると、決定制御手段によって、搬送車が制御され
、更新された基準データに従って、搬送が行われる。ここで「所定のトリガー」は、例え
ば搬送手段の外部からの信号であってもいいし、所定の条件を満たした後に、搬送手段の
内部で指示されるコマンドであってもよい。基準データにおける「少なくとも一部」は、
例えば修正が加えられた基準データの部分だけでもいいし、基準データ全体であってもよ
い。このように、配信手段からの基準データを実際に受信することなく、所定のトリガー
を受けて修正用データで、基準データを比較的短時間で更新する。これにより、基準デー
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タの配信時間を短縮しつつ、基準データを効率よく更新することが可能となる。
【００３３】
　本発明の搬送システムの他の態様では、前記基準地図データは、前記軌道の配置、前記
軌道沿いの各種装置の配置、及び前記軌道に付されており且つ前記搬送車により読取可能
であるマークの配置のうち、少なくとも一つを地図要素として含む。
【００３４】
　この態様によれば、例えば軌道部分が追加又は除外される等の軌道の配置、例えば一の
製造装置を追加又は除外する等の各種装置の配置、及び例えば識別コードを移動、追加又
は削除する等のマークの配置のうち、少なくとも一つが、地図要素として基準地図データ
に含まれている。このような地図要素の変更に伴って、基準データに対して修正が加えら
れる場合に、基準データを効率よく更新することが可能となる。
【００３５】
　本発明の搬送システムの他の態様では、前記基準データは、前記基準地図データに加え
て、前記軌道上で停止する又は前記荷を移載する際の位置決めの基準となる、予め教示さ
れた基準教示データを含む。
【００３６】
　この態様によれば、基準データには、基準地図データに加えて、例えば搬送車の停止位
置、移載位置等を示す基準教示データが含まれている。このような基準教示データの変更
に伴って、基準データに対して修正が加えられる場合に、基準データを効率よく更新する
ことが可能となる。
【００３７】
　本発明の搬送システムの他の態様では、前記データ生成手段は、前記軌道が敷設された
全領域が区分けされた複数のエリアに対応する複数のエリア別データ生成手段を有し、前
記配信手段は、前記複数のエリアに対応して複数のエリア別配信手段を有し、前記複数の
エリアの各々に対応して更に、前記配信された修正用データを受信するエリア別通信手段
と、前記受信される修正用データの通信に係るエラーを検出するエリア別エラー検出手段
と、前記複数のエリアのうち自らが対応するエリア以外の他のエリアについて、前記エラ
ーが検出された場合に、前記生成された修正用データを前記他のエリアに向けて再度配信
するように、前記自らが対応するエリアにおける前記エリア別配信手段を制御するエリア
別再配信制御手段とを備える。
【００３８】
　この態様によれば、複数のエリアの各々には、エリア別データ生成手段、エリア別配信
手段、及びエリア別再配信制御手段が備えられている。例えば一のエリアに在る複数の搬
送手段の走行又は搬送中に、基準データのうち、一のエリアに対応する一のデータブロッ
クに対して修正が加えられる場合に、一のエリア別データ生成手段によって、一のデータ
ブロックのうち修正が反映された一のデータブロックの部分である修正用データが、生成
される。すると、エリア別配信手段によって、生成された修正用データがブロードキャス
ト方式で配信される。
【００３９】
　上述した配信が行われると、複数の搬送手段の各々において、エリア別通信手段によっ
て、配信された修正用データが受信される。すると、エリア別エラー検出手段によって、
受信された修正用データの通信に係るエラーが検出される。
【００４０】
　自らが対応するエリア以外の他のエリアの各々において、上述したエラーが実際に検出
された場合に、エリア別再配信制御手段によって、自らが対応するエリアにおけるエリア
別配信手段が制御され、自らが対応するエリア以外の他のエリアに向けて、修正用データ
が、例えばブロードキャスト方式又は個別配信方式で、再度配信される。その配信により
、複数の搬送手段のうち少なくともエラーが検出された搬送手段において、再度配信され
た修正用データが再度受信される。その後、遅延なく又は適当なタイミングにて、エリア
別搬送制御手段によって、再度受信された修正用データで、例えば搬送手段が有する一の
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データブロックを置き換えることにより、搬送の基準となる基準データが更新される。そ
の後は更新された基準データに従う搬送計画に基づいて、搬送車が制御される。
【００４１】
　このように、一のデータブロックに対して修正が加えられる場合にも、修正が反映され
た一のデータブロックの部分である修正用データを、ブロードキャスト方式で配信するこ
とにより、その配信に要する時間を最小限に抑える。即ち、配信が失敗に終わった修正用
データを示すエラーを検出すると共に、そのエラーに示される修正用データを再度配信す
る。これにより、基準データ（率直に言えば、基準データを更新可能な修正用データ）の
配信時間を短縮しつつ、基準データを効率よく更新することが可能となる。
【００４２】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施するための最良の形態から明らかにされ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。
（第１実施形態）
【００４４】
　先ず、本発明の第１実施形態に係る搬送システムの構成について説明する。ここに図１
は、第１実施形態に係る搬送システムの機能を示し、図２は、第１実施形態に係る基準デ
ータの構成を示す。
【００４５】
　図１において、本実施形態に係る搬送システム１００は、軌道１、複数のビークル３、
搬送コントローラ１０、及び製造指示部２０を備える。製造指示部２０は、搬送コントロ
ーラ１０と有線により接続されており、半導体素子製造工程に従って、不図示のＦＯＵＰ
の搬送或いは移載を搬送コントローラ１０に指示する。
【００４６】
　搬送コントローラ１０は、製造指示部２０からの指示に基づいて、搬送スケジュールを
設計し、設計された搬送スケジュールに従って、複数のビークル３を総括的に制御する。
搬送コントローラ１０は、複数のビークル３と無線により接続されている。本実施形態で
は、搬送コントローラ１０は、データ生成部１１、配信部１２、及び再配信制御部１３を
備える。
【００４７】
　データ生成部１１は、本発明に係る「データ生成手段」の一例として、搬送計画の設計
に使用される基準データに修正が加えられる場合に、その修正が反映された基準データを
区分けし、区分けされた基準データの部分を複数のブロードキャストデータ（本発明に係
る「修正用データ」の一例）として生成する。このように修正が反映された基準データが
区分けされてなるブロードキャストデータは、軌道や軌道沿いの装置等に変更が行われた
場合に、調整が必要となる地図データ部分を意味することから、「調整地図データ」と呼
ぶこともできる。
【００４８】
　図２において、６つのブロードキャストデータ２０は、６つのブロードキャストナンバ
に夫々紐付けられ、ブロードキャストデータ単位で、搬送コントローラ１０に設けられた
不図示の記憶手段、及び複数のビークル３の各々に設けられた後述するメモリ５に格納さ
れる。
【００４９】
　配信部１２は、本発明に係る「配信手段」の一例として、データ生成部１１による６つ
のブロードキャストデータを、ブロードキャストデータ毎に、ブロードキャストナンバの
小さい順に配信する（即ち、ブロードキャスト方式による配信）。配信部１２は、ブロー
ドキャストデータの一通りの配信を行った後に、配信の進捗を確認するための進捗問い合
わせ信号を配信する。
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【００５０】
　再配信制御部１３は、本発明に係る「再配信制御手段」及び「特定手段」の一例として
、後述するエラー信号を受信した場合に、配信の進捗に応じて、少なくともエラー信号に
示されるブロードキャストデータを再度配信するように、配信部１２を制御する。
【００５１】
　具体的には、例えば第２番目に配信された第２ブロードキャストデータＦ２、及び第６
番目に配信された第６ブロードキャストデータＦ６について、エラー信号が受信される。
この場合に、再配信制御部１３は、配信の進捗を示す進捗値を、ブロードキャスト総数「
６」から、エラー信号に示されるブロードキャストデータ数「２」を減算した値である「
４」と特定する。再配信制御部１３は、例えば所定の進捗値閾値（即ち、本発明に係る「
所定の閾値」の一例）を６つのブロードキャストデータの半数「３」に設定している。こ
の場合に、再配信制御部１３は、特定された進捗値「４」が進捗値閾値「３」以上である
として、配信部１２を制御して、エラー信号に示される第２ブロードキャストデータＦ２
及び第６ブロードキャストデータＦ６のみ再度配信させる。
【００５２】
　一方、例えば第２ブロードキャストデータＦ２から第６ブロードキャストデータＦ６に
ついて、エラー信号が受信される。この場合に、再配信制御部１３は、進捗値を、ブロー
ドキャスト総数「６」から、エラー信号に示されるブロードキャストデータ数「４」を減
算した値である「２」と特定する。再配信制御部１３は、特定された進捗値「２」が進捗
値閾値「３」以上でないとして、配信部１２を制御して、全ブロードキャストデータ（第
１ブロードキャストデータＦ１から第６ブロードキャストデータＦ６）を再度配信させる
。このように、再配信制御部１３は、配信の進捗に応じて、エラー信号に示されるブロー
ドキャストデータのみを再度配信する個別配信方式、又は全てのブロードキャストデータ
を再度配信するブロードキャスト方式のいずれか一方を選択する配信方法選択処理を行う
。このような配信方法選択処理は、本発明に係る情報配信処理に組み入れられている。
【００５３】
　複数のビークル３は、本発明に係る「複数の搬送手段」の一例として、搬送コントロー
ラ１０により制御され、軌道１上を走行すると共に、ＦＯＵＰを不図示の作業装置に搬送
する（又は、作業装置間で移載する）。複数のビークル３の各々は、制御部４、メモリ５
、及びエラー検出部６を備える。
【００５４】
　制御部４は、本発明に係る「搬送制御手段」の一例として、ビークル３の各部を制御す
る。制御部４は、その制御により、最新の基準データに従う搬送計画で走行させつつ搬送
させる。
【００５５】
　メモリ５は、本発明に係る「格納手段」の一例として、配信部１２からの６つのブロー
ドキャストデータを、ブロードキャストデータ単位で格納する。また、格納されている最
新の６つのブロードキャストデータから基準データを構成する。メモリ５は、配信部１２
からのブロードキャストデータが不図示の通信部により受信される度に、基準データを更
新する。
【００５６】
　エラー検出部６は、本発明に係る「エラー検出手段」の一例として、配信部１２との間
の通信に係るエラーを検出する。具体的には、例えば第３番目に配信された第３ブロード
キャストデータＦ３が通信部により受信される間に、配信部１２との間の通信が途切れた
場合に、エラー検出部６は、第３ブロードキャストデータＦ３についてエラーを検出する
。また、検出されたエラーを示す信号（以下、「エラー信号」と言う）を、搬送コントロ
ーラ１０に送信する。本実施形態では、エラー信号が送信される時期は、配信部１２から
の進捗問い合わせ信号を受信した後とする。
（本発明の配信方法選択処理）
【００５７】
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　次に、再配信制御部１３による配信方法選択処理について図３を参照して説明する。こ
こに図３は、本発明に係る配信方法選択処理を示すフローチャートである。
【００５８】
　図３において、先ず配信部１２によって、６つのブロードキャストデータ（即ち、図３
において「ＢＣデータ」と示す）のブロードキャスト方式による配信が開始され（ステッ
プＳ４１）、この後に、全てのブロードキャストの配信が一通り完了したか否かが判定さ
れる（ステップＳ４２）。この判定の結果、一通り完了していない場合に（ステップＳ４
２：ＮＯ）、一通り完了するまでその判定が繰り返される。
【００５９】
　一方、ステップＳ４２の判定の結果、配信が一通り完了した場合に（ステップＳ４２：
ＹＥＳ）、配信部１２によって、進捗問い合わせ信号が送信され、配信の進捗が確認され
る（ステップＳ４３）。すると、進捗問い合わせ信号を受信した全てのビークル３の各々
において、エラー検出部６によるエラー信号が送信されたか否か（即ち、全てのブロード
キャストデータの格納が完了したか否か）が判定される（ステップＳ４４）。この判定の
結果、いずれかのエラー検出部６によりエラー信号が送信された場合（即ち、全てのビー
クル３において、全てのブロードキャストデータが未だ格納されていない場合）に（ステ
ップＳ４４：ＮＯ）、再配信制御部１３によって、受信されたエラー信号に示される情報
に基づいて進捗値が特定され、特定された進捗値が所定の進捗値閾値以上か否かが判定さ
れる（ステップＳ４５）。この判定の結果、進捗値閾値より少ない場合に（ステップＳ４
５：ＮＯ）、ステップＳ４１の処理（即ち、ブロードキャスト方式による再度配信）を行
う。
【００６０】
　一方、ステップＳ４５の判定の結果、特定された進捗値が進捗値閾値以上である場合に
（ステップＳ４５：ＹＥＳ）、エラー信号に示されるブロードキャストデータが個別配信
方式で再度配信される（ステップＳ４６）。この後に、ステップＳ４３の処理（即ち、配
信の進捗確認）を行う。
【００６１】
　一方、ステップＳ４４の判定の結果、進捗問い合わせ信号を受信した全てのビークル３
の各々において、エラー検出部６によるエラー信号が送信されない（即ち、全てのブロー
ドキャストデータが既に格納された場合）に（ステップＳ４４：ＹＥＳ）、搬送システム
１００において１つのエリアを設定された第１実施形態では、ステップＳ４７の処理をス
キップして、一連の配信方法選択処理が終了する。
【００６２】
　尚、搬送システムにおいて複数のエリアが設定された、後述する第２実施形態では、ス
テップＳ４４が「ＹＥＳ」と判定された後に、複数のエリア毎に、全てのビークル３にお
いて、全てのブロードキャストデータが格納されたか否かが判定される（ステップＳ４７
）。この判定の結果、いずれかのエリアで、全てのビークル３において、全てのブロード
キャストデータが未だ格納されていない場合に（ステップＳ４７：ＮＯ）、そのエリアに
ついて、ステップＳ４４の処理が行われる。
【００６３】
　一方、全てのエリアで、全てのビークル３において、全てのブロードキャストデータが
既に格納された場合に（ステップＳ４７：ＹＥＳ）、一連の配信方法選択処理が終了する
。
（第１実施形態の情報配信処理）
【００６４】
　次に、第１実施形態に係る搬送システムによる情報配信処理について、図４を参照して
説明する。ここに図４は、第１実施形態に係る情報配信処理を示すシーケンスチャートで
ある。第１実施形態の情報配信処理では、１つの搬送コントローラ１０によって、３台の
ビークル３ａ～３ｃに夫々格納される基準データが更新される。
【００６５】
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　図３において、基準データに対して修正を加える場合に、先ず搬送コントローラ１０に
おいて、データ生成部１１によって、修正が反映された基準データから、６つのブロード
キャストデータＦ１～Ｆ６が生成され、配信部１２によって、第１ブロードキャストデー
タＦ１が配信される（ステップＳ５１）。続いて、第２ブロードキャストデータＦ２が配
信されるが（ステップＳ５２）、この際に、１台のビークル３ｃにおいて、エラー検出部
６によって、エラーが検出される（ステップＳ５３）。
【００６６】
　続いて、第３ブロードキャストデータＦ３が配信されるが（ステップＳ５４）、この際
に、ビークル３ｂにおいて、エラー検出部６によって、エラーが検出される（ステップＳ
５５）。この後、第４ブロードキャストデータＦ４から第６ブロードキャストＦ６まで配
信される（ステップＳ５６）。この後、配信部１２によって、進捗問い合わせ信号が配信
される（ステップＳ５７）。すると、これに応答して、ビークル３ａにおいて、エラー検
出部６からエラー信号は送信されない（即ち、基準データの更新を完了した旨が示される
）（ステップＳ５８）。また、ビークル３ｂにおいて、エラー検出部６によって、第３ブ
ロードキャストデータＦ３の情報を含むエラー信号が搬送コントローラ１０に送信される
（即ち、第３ブロードキャストデータＦ３の更新が未だ完了していない旨が示される）（
ステップＳ５９）。また、ビークル３ｃにおいて、エラー検出部６によって、第２ブロー
ドキャストデータＦ２の情報を含むエラー信号が搬送コントローラ１０に送信される（即
ち、第２ブロードキャストデータＦ２の更新が未だ完了していない旨が示される）（ステ
ップＳ６０）。
【００６７】
　ビークル３ｂ及び３ｃによりエラー信号が送信された後に、再配信制御部１３によって
、第３ブロードキャストＦ３がビークル３ｂに再度配信される（ステップＳ６１）。する
と、その配信が完了された時に、ビークル３ｂによって、その配信が完了した旨を示す信
号が搬送コントローラ１０に送信される（ステップＳ６２）。続いて、再配信制御部１３
によって、第２ブロードキャストＦ２がビークル３ｃに再度配信される（ステップＳ６３
）。すると、その配信が完了された時に、ビークル３ｃによって、その配信が完了した旨
を示す信号が搬送コントローラ１０に送信される（ステップＳ６４）。これにより、一連
の情報配信処理が終了する。
【００６８】
　このように、第１実施形態の情報配信処理によれば、基準データに修正が加えられる場
合に、修正が反映された基準データから複数のブロードキャストデータを生成し、これを
ブロードキャスト方式で配信することにより、その配信に要する時間を最小限に抑える。
即ち、失敗に終わった配信を示すエラーを検出すると共に、少なくともそのエラーに示さ
れるブロードキャストデータを再度配信する。従って、基準データ（率直に言えば、基準
データを更新可能な複数のブロードキャストデータ）の通信時間を短縮しつつ、基準デー
タを効率よく更新することが可能となる。
（第２実施形態）
【００６９】
　次に、本発明の第２実施形態に係る搬送システムの構成について、図５から図７を参照
して説明する。ここに図５は、第２実施形態に係る搬送システムの機能を示し、図６は、
図５の複数の搬送手段に走行される複数の領域を示し、図７は、第２実施形態に係る基準
データの構成を示す。尚、第２実施形態では、図１の搬送システムと同一に構成される要
素について、その説明を省略すると共に同一の符号を付し、図１の搬送システムとの違い
のみ説明する。
【００７０】
　図５において、本実施形態に係る搬送システム３００は、軌道１、複数のビークル１０
３、搬送コントローラ１１０ｘ（１１０ａ，１１０ｂ…１１０ｆ）、及び製造指示部１２
０を備える。製造指示部１２０は、複数の搬送コントローラ１１０と有線により接続され
ており、ＦＯＵＰの搬送或いは移載を複数の搬送コントローラ１１０に指示する。
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【００７１】
　軌道１は、複数のエリアＡｘに渡って敷設されている。図６において、複数のエリアＡ
ｘの各々は、基準データを区分けする単位を示す。
【００７２】
　複数の搬送コントローラ１１０ｘは、複数のエリアＡｘに夫々対応している。複数の搬
送コントローラ１１０ｘは、対応する複数のエリアＡｘで区分けされた、複数のエリアＡ
ｘ毎の基準データを基準データブロック（本発明に係る「データブロック」の一例）とし
て設定している。各搬送コントローラ１１０ｘは、自身に対応するエリアＡｘの内部に在
るビークル３と無線により接続されており、その接続されているビークル３を制御しつつ
、自身に対応する基準データブロックを管理する。各搬送コントローラ１１０ｘは、図１
の搬送コントローラ１０と同様にして、データ生成部１１、配信部１２、及びエラー検出
部１３を備える。
【００７３】
　次に、各搬送コントローラ１１０ｘの各部について説明する。図６において、６つのエ
リアＡ１～Ａ６には、６つの搬送コントローラ１１０ａ～１１０ｆが夫々対応している。
ここで、修正が加えられる基準データブロックに対応するエリアを「Ａ１」（即ち、図６
における最も左側且つ上側に設定されるエリア）とし、修正が加えられない基準データブ
ロックに対応するエリアを「Ａ２～Ａ６」とする。
【００７４】
　エリアＡ１に対応する搬送コントローラ１１０ａが備えるデータ生成部１１（以下、単
に「エリアＡ１のデータ生成部１１」と言う）は、エリアＡ１に対応する基準データブロ
ックＢ１に修正が加えられる場合に、その修正が反映された基準データブロックを区分け
し、区分けされた複数の基準データブロックの部分を複数のブロードキャストデータとし
て生成する。
【００７５】
　図７において、図６に示される６つのエリアＡ１～Ａ６に対応する６つの基準データブ
ロック２２０（即ち、Ｂ１～Ｂ６）の各々は、６つのブロードキャストデータに細分化さ
れている。６つの基準データブロックＢ１～Ｂ６の各々を構成する６つのブロードキャス
トデータは、６つのブロードキャストナンバに夫々紐付けられ、ブロードキャストデータ
単位で、各搬送コントローラ１１０ｘにおける不図示の記憶手段、及び各ビークル３にお
けるメモリ５に格納される。
【００７６】
　エリアＡ１の配信部１２は、エリアＡ１のデータ生成部１１による複数のブロードキャ
ストデータを、エリアＡ２～Ａ６の搬送コントローラ１１０ｂ～１１０ｆ、及びエリアＡ
１に在るビークル１０３に、ブロードキャスト方式で配信する。
【００７７】
　エリアＡ２～Ａ６の各配信部１２は、エリアＡ１の配信部１２からの複数のブロードキ
ャストデータを受信すると共に、受信した複数のブロードキャストデータを自身の領域Ａ
２～Ａ６に在るビークル３に、ブロードキャスト方式で配信する。
【００７８】
　エリアＡ１～Ａ６の各配信部１２は、一通りの配信を行った後に、配信の進捗を確認す
るための進捗問い合わせ信号を自身の領域Ａ１～Ａ６に在るビークル３に配信する。
【００７９】
　エリアＡ１～Ａ６の各再配信制御部１３は、ビークル３におけるエラー検出部６からの
エラー信号を受信した場合に、配信の進捗に応じて、少なくともエラー信号に示されるブ
ロードキャストデータを再度配信するように、配信部１２を制御する。
【００８０】
　複数のビークル３の各々は、自身が存在するエリアＡｘの搬送コントローラ１１０によ
り制御され、ＦＯＵＰの搬送又は移載を実行する。
（第２実施形態の情報配信処理）
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【００８１】
　次に、第２実施形態に係る搬送システムによる情報配信処理について、図８を参照して
説明する。ここに図８は、第２実施形態に係る情報配信処理を示すシーケンスチャートで
ある。第２実施形態の情報配信処理では、ブロードキャストデータの配信中、ビークル３
が２つの搬送コントローラ１０に対応する２つの領域を乗り移る。
【００８２】
　図８において、エリアＡ１に対応する基準データブロックに対して修正を加える場合に
、先ずエリアＡ１において、データ生成部１１により生成されたｎ個のブロードキャスト
データＦ１～Ｆｎのうちの第１ブロードキャストデータＦ１が、配信部１２によって、エ
リアＡ２の搬送コントローラ１１０ｂ、及びエリアＡ１に在るビークル３に配信される（
ステップＳ７１）。続いて、第２ブロードキャストデータＦ２が、エリアＡ２の搬送コン
トローラ１１０ｂ、及びエリアＡ１に在るビークル３に配信される（ステップＳ７２）。
ここで、制御部４によって、エリアＡ１に在るビークル３がエリアＡ２へ乗り移る。この
乗り移りと併行して、エリアＡ１においては、その配信部１２によって、第３ブロードキ
ャストデータＦ３、第４ブロードキャストデータＦ４…の配信が行われ（ステップＳ７４
）、エリアＡ２においては、その配信部１２によって、第１から第４ブロードキャストデ
ータＦ１～Ｆ４の配信が行われる（ステップＳ７５）。
【００８３】
　続いて、エリアＡ２において、配信部１２によって、第５ブロードキャストデータＦ５
が配信される。すると、エリア１からの乗り移りを遂げた、現在エリアＡ２に在るビーク
ル３において、第５ブロードキャストデータＦ５が受信される（ステップＳ７６）。この
後、最後の第ｎブロードキャストデータＦｎまで配信される（ステップＳ７７）。すると
、配信部１２によって、進捗問い合わせ信号がエリアＡ２に在るビークル３に送信される
（ステップＳ７８）。すると、進捗問い合わせ信号を受信したビークル３において、再配
信制御部１３によって、格納されるべき第１ブロードキャストデータＦ１から第ｎブロー
ドキャストデータＦｎが順番に読み取られる。この読み取り時に、第３ブロードキャスト
データが読み取られない場合に、第３ブロードキャストデータＦ３を示すエラー信号が搬
送コントローラ１１０ｂに送信される（即ち、第３ブロードキャストデータＦ３の欠落が
示される）（ステップＳ７９）。すると、配信部１２によって、第３ブロードキャストデ
ータＦ３が個別配信方式で配信される（ステップＳ８０）。また、続く第４ブロードキャ
ストデータＦ４が読み取られない場合に、第４ブロードキャストデータＦ４を示すエラー
信号が搬送コントローラ１１０ｂに送信される（即ち、第４ブロードキャストデータＦ４
の欠落が示される）（ステップＳ８１）。すると、配信部１２によって、第４ブロードキ
ャストデータＦ４が配信される（ステップＳ８２）。この後に、エリアＡ２に在るビーク
ル３において、第５ブロードキャストデータＦ５から第ｎブロードキャストデータＦｎが
全て読み取られた場合に、全てのブロードキャストデータが配信された旨を示す信号が搬
送コントローラ１１０ｂに送信される（ステップＳ８３）。これにより、一連の情報配信
処理が終了する。
【００８４】
　このように、第２実施形態の情報配信処理によれば、一のエリアに対応する一の基準デ
ータブロックに修正が加えられる場合に、修正が反映された一の基準データブロックから
複数のブロードキャストデータを生成し、これをブロードキャスト方式で配信することに
より、その配信に要する時間を最小限に抑える。即ち、失敗に終わった配信を示すエラー
を検出すると共に、少なくともそのエラーに示されるブロードキャストデータを再度配信
する。従って、複数の基準データブロックに区分けされた基準データ（率直に言えば、基
準データを更新可能な複数のブロードキャストデータ）の通信時間を短縮しつつ、その基
準データを効率よく更新することが可能となる。
【００８５】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
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を伴う搬送システムもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】第１実施形態に係る搬送システムの構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る基準データの構成を示す説明図である。
【図３】実施形態に係る配信方法選択処理を示すフローチャートである。
【図４】第１実施形態の情報配信処理を示すシーケンスチャートである。
【図５】第２実施形態に係る搬送システムの構成を示すブロック図である。
【図６】図５の複数の搬送手段に走行される複数のエリアを示す平面図である。
【図７】第２実施形態に係る基準データの構成を示す説明図である。
【図８】第２実施形態の情報配信処理を示すシーケンスチャートである。
【符号の説明】
【００８７】
　３…ビークル、５…メモリ、６…エラー検出部、１０…搬送コントローラ、１１…デー
タ生成部、１２…配信部、１３…再配信制御部、１００…搬送システム

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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